
 

第１号議案 

２０２５年２月２６日 

第４９９回理事会 

 

会計・調達業務の細則に関する規程及び 

余裕金等の運用業務の細則に関する規程の変更について 

（案） 

 

１．会計・調達業務の細則に関する規程の変更について 

これまで、広域機関のガバナンスの強化と会計の透明性の向上のため、２０２３年度決

算から企業会計基準を導入し、更に２０２４年度から監査法人による外部監査を導入して

きた。これらを踏まえ、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従いつつ、各種事

業の性格に照らし広域機関の経営成績をより適切に表示する会計処理を行うため、同規程

を変更することとしたい。 

 

（新たな業務の会計処理の追加への対応） 

 ・積立金管理業務規程第 10 条第 2 項、11 条第 1 項、20 条に基づいた交付金相当額積立

金の会計処理の追加（積立金業務勘定）･･･第 33条 1項から 6項 

 ・新たな余裕金運用に係る会計処理の追加（広域系統業務勘定）･･･第 36条 2項 1号 

 ・資金の貸付け（業務規程第 64の 5）に係る会計処理の追加（広域系統業務勘定） 

   ･･･第 36条 3項 

 （会計処理の変更への対応） 

・経営成績への適切な表示のため、再エネ業務における政府補助金及び非化石証書売買

取引について収入計上の上、預り納付金等へ繰入れ･･･第 36条 1項 

 ・再エネ業務等の受託資金から派生する業務を実施するための経費等の付帯費用、付帯

収入について、発生主義の原則に基づいた会計処理の追加･･･第 38条 

 ・預り納付金等の取崩額が計上額を超過した場合の表示方法の追加･･･第 39条 

 

（その他の変更） 

  ・各種規程等の条ズレ、文言の修正 

 

２．余裕金等の運用業務の細則に関する規程の変更について 

２０２５年度より広域的運営推進機関債の発行による資金調達を行うため、同規程の変

更が必要となった。 

 

（変更内容） 

 ・広域的運営推進機関債の発行を追加、文言の修正･･･第 14条 1項、2項 

 

３．会計・調達業務の細則に関する規程の変更及び余裕金等の運用業務の細則に関する規程 

の変更については、理事会で議決された後、2025年 4月 1日付で行う。また、会計・調達



 

業務の細則に関する規程については、2024年 4月 1日に始まる事業年度の決算から適用す

る。 

 

以 上 

 

【添付資料】 

  別紙１：会計・調達業務の細則に関する規程変更案 新旧対照表 

  別紙２：余裕金等の運用業務の細則に関する規程変更案 新旧対照表 
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別紙１ 

会計・調達業務の細則に関する規程の変更案 

 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

平成２７年４月２８日施行 

平成２８年４月 １日変更 

２０１９年７月 １日変更 

２０１９年９月２５日変更 

２０２０年９月 ９日変更 

２０２１年６月３０日変更 

２０２２年４月 １日変更 

２０２３年４月 ３日変更 

２０２４年４月 １日変更 

 

 

 

会計・調達業務の細則に関する規程 

 
 

 

 

電力広域的運営推進機関 

 

 

 

 

 
 

平成２７年４月２８日施行 

平成２８年４月 １日変更 

２０１９年７月 １日変更 

２０１９年９月２５日変更 

２０２０年９月 ９日変更 

２０２１年６月３０日変更 

２０２２年４月 １日変更 

２０２３年４月 ３日変更 

    ２０２４年４月 １日変更 

２０２５年４月 １日変更 

 

 

会計・調達業務の細則に関する規程 

 
 

 

 

電力広域的運営推進機関 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

第７章 決算 

 

（納付金等収入及び交付金等支出の会計処理(広域系統整備交付金交付等業務)） 

第３１条 本機関は、電気事業法第９９条の８第１項の規定に基づく納付を受け入れた場合には、広域

系統整備交付金交付等業務勘定において、当該収入額に相当する金額を預り納付金等に計上するもの

とする。 

 

２ 本機関は、電気事業法第２８条の４０第１項第５号の２の規定により、交付金を支出した場合には、

広域系統整備交付金交付等業務勘定において、当該支出額に相当する金額を預り納付金等から取り崩

すものとする。 

 

（納付金等収入及び交付金等支出の会計処理(供給促進交付金交付業務、調整交付金交付業務、系統設

置交付金交付業務、特定系統設置交付金交付業務、供給促進交付金返還金徴収業務、調整交付金納付

金徴収業務、特定系統設置交付金返還金徴収業務及び納付金徴収業務)） 

第３２条 本機関は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（以下「再生可能エネ

ルギー電気特措法」という。）第３１条第１項及び第３８条第１項の規定により納付金を受け入れた

場合並びに再生可能エネルギー電気特措法第２条の６及び第１５条の５の規定により政府が講ずる

予算上の措置に係る資金を受け入れた場合には、供給促進交付金交付業務、調整交付金交付業務、系

統設置交付金交付業務、特定系統設置交付金交付業務、供給促進交付金返還金徴収業務、調整交付金

納付金徴収業務、特定系統設置交付金返還金徴収業務及び納付金徴収業務勘定（以下「供給促進交付

金交付業務等勘定」という。）において、当該収入額に相当する金額を預り納付金等に計上するもの

とする。 

２ 本機関は、徴収等業務規程第３７条第２項の規定により非化石証書の販売に伴い収入を得た場合に

は、供給促進交付金交付業務等勘定において、当該収入額に相当する金額を預り納付金等に計上する

ものとする。 

３ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第２条の２第２項、第１５条の２第１項及び第２８条第

１項の規定により、交付金等を支出した場合には、供給促進交付金交付業務等勘定において、当該支

出額に相当する金額を預り納付金等から取り崩すものとする。 

４ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第４０条の規定による業務を実施するために経費等を支

出し、その全部又は一部の財源として納付金を充てたときは、供給促進交付金交付業務、調整交付金

交付業務、系統設置交付金交付業務、特定系統設置交付金交付業務、供給促進交付金返還金徴収業務、

調整交付金納付金徴収業務、特定系統設置交付金返還金徴収業務及び納付金徴収業務（以下「供給促

進交付金交付業務等」という。）において、当該充当した金額を預り納付金等から取り崩すとともに、

同額を納付金等収益に計上するものとする。 

 

（納付金等収入及び交付金等支出の会計処理(交付金相当額積立金管理業務及び解体等積立金管理業

務)） 

 

第３３条 本機関は、積立金管理業務規程第１１条第２項及び第３項並びに第１７条第１項の規定によ

り、解体等積立金を積み立てた場合には、供給促進交付金交付業務等勘定において、当該積立額に相

当する金額を預り納付金等から取り崩すとともに、交付金相当額積立金管理業務及び解体等積立金管

第７章 決算 

 

（納付金等収入及び交付金等支出の会計処理(広域系統整備交付金交付等業務)） 

第３１条 本機関は、電気事業法第９９条の８第１項の規定に基づく納付を受け入れた場合には、広域

系統整備交付金交付等業務勘定（以下「広域系統業務勘定」という。）において、当該収入額に相当

する金額を預り納付金等に計上するものとする。 

 

２ 本機関は、電気事業法第２８条の４０第１項第５号の２の規定により、交付金を支出した場合には、

広域系統業務勘定において、当該支出額に相当する金額を預り納付金等から取り崩すものとする。 

 

 

（納付金等収入及び交付金等支出の会計処理(供給促進交付金交付業務、調整交付金交付業務、系統設

置交付金交付業務、特定系統設置交付金交付業務、供給促進交付金返還金徴収業務、調整交付金納付

金徴収業務、特定系統設置交付金返還金徴収業務及び納付金徴収業務)） 

第３２条 本機関は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（以下「再エネ特措法」

という。）第３１条第１項及び第３８条第１項の規定により納付金を受け入れた場合には、供給促進

交付金交付業務、調整交付金交付業務、系統設置交付金交付業務、特定系統設置交付金交付業務、供

給促進交付金返還金徴収業務、調整交付金納付金徴収業務、特定系統設置交付金返還金徴収業務及び

納付金徴収業務勘定（以下「再エネ業務勘定」という。）において、当該収入額に相当する金額を預

り納付金等に計上するものとする。 

 

 

[削除] 

 

 

２ 本機関は、再エネ特措法第２条の２第２項、第１５条の２第１項、第２８条第１項及び第２８条の

２第１項の規定により、交付金等を支出した場合には、再エネ業務勘定において、当該支出額に相当す

る金額を預り納付金等から取り崩すものとする。 

[削除] 

 

 

 

 

 

 

（納付金等収入及び交付金等支出の会計処理(交付金相当額積立金管理業務及び解体等積立金管理業

務)） 

 

第３３条 本機関は、積立金管理業務規程第１６条第２項及び第１７条第１項の規定により、解体等積

立金を積み立てた場合には、再エネ業務勘定において、当該積立額に相当する金額を預り納付金等か

ら取り崩すとともに、交付金相当額積立金管理業務及び解体等積立金管理業務勘定（以下「積立金業
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理業務勘定において、同額を預り納付金等に計上するものとする。 

２ 本機関は、積立金管理業務規程第１１条第３項、第１７条第２項、第２５条第１項及び第２６条第

１項の規定により、解体等積立金を積み立てた場合には、交付金相当額積立金管理業務及び解体等積

立金管理業務勘定において、当該積立額に相当する金額を預り納付金等に計上するものとする。 

[新設] 

 

[新設] 

 

 

３ 本機関は、積立金管理業務規程第２２条第１項の規定により、積立金の取戻しに対応した場合には、

交付金相当額積立金管理業務及び解体等積立金管理業務勘定において、当該取戻し額に相当する金額

を預り納付金等から取り崩すものとする。 

 

[新設] 

 

 

４ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第１５条の１３の規定による業務を実施するために経費

等を支出し、その全部又は一部の財源として積立金を充てたときは、交付金相当額積立金管理業務及

び解体等積立金管理業務勘定において、当該充当した金額を預り納付金等から取り崩すとともに、同

額を納付金等収益に計上するものとする。 

 

（納付金等収入及び交付金等支出の会計処理の会計処理（その他業務）） 

第３５条 本機関は、定款第５５条の２第１項の規定により、拠出金を受け入れた場合には、その他業

務勘定において、当該収入額に相当する金額を預り納付金等に計上するものとする。 

 

５ 本機関は、電気事業法第２８条の４０第１項第５号の規定による業務を実施するために経費等を支

出し、その全部又は一部の財源として電源入札金等補填金を充てたときは、その他業務勘定において、

当該充当した金額を預り納付金等から取り崩すとともに、同額を納付金等収益に計上するものとす

る。 

 

（余裕金の運用益に関する会計処理（供給促進交付金交付業務等）） 

第３６条 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第４１条において準用する再生可能エネルギー電

気特措法第１５条の２１の規定により、同条各号に掲げる方法に基づき、再生可能エネルギー電気特

措法第３１条第１項及び第３８条第１項の規定により、余裕金の運用を行うにあたっては、当該運用

により生じた収入額について、預り納付金等に計上するものとする。 

[新設] 

 

 

 

 

 

[新設] 

務勘定」という。）において、同額を預り納付金等に計上するものとする。 

２ 本機関は、積立金管理業務規程第１６条第３項、第１７条第２項、第２８条第１項及び第２９条第

１項の規定により、解体等積立金を積み立てた場合には、積立金業務勘定において、当該積立額に相

当する金額を預り納付金等に計上するものとする。 

３ 本機関は、積立金管理業務規程第２６条第１項により、解体等積立金の取戻しに対応した場合に

は、積立金業務勘定において、当該取戻し額に相当する金額を預り納付金等から取り崩すものとする。 

４ 本機関は、積立金管理業務規程第１０条第２項及び第１１条第１項の規定により、交付金相当額積

立金を積み立てた場合には、再エネ業務勘定において、当該積立額に相当する金額を預り納付金等から

取り崩すとともに、積立金業務勘定 において、同額を預り納付金等に計上するものとする。 

５ 本機関は、積立金管理業務規程第２２条第１項の規定により、交付金相当額積立金の取戻しに対応

した場合には、積立金業務勘定において、当該取戻し額に相当する金額を預り納付金等から取り崩す

ものとする。 

 

６ 本機関は、積立金管理業務規程第２０条の規定により、交付金相当額積立金が本機関へ帰属した場

合は、積立金業務勘定において、当該積立額に相当する金額を預り納付金等から取り崩すとともに、

再エネ業務勘定において、同額を預り納付金等に計上するものとする。 

[削除] 

 

 

 

 

（納付金等収入及び交付金等支出の会計処理の会計処理（左に揚げる業務以外の業務）） 

第３５条 本機関は、定款第５５条の２第１項の規定により、拠出金を受け入れた場合には、左に揚げ

る業務以外の業務勘定（以下「その他業務勘定」という。）において、当該収入額に相当する金額を預

り納付金等に計上するものとする。 

 [削除] 

 

 

 

 

（預り納付金等の繰入れに関する会計処理） 

第３６条 本機関は、再エネ特措法第２条の６及び第１５条の５の規定により政府が講ずる予算上の措

置に係る資金を受け入れた場合及び徴収等業務規程第４５条第２項の規定により非化石証書の販売

に伴い収入を得た場合には、再エネ業務勘定において、当該収入額に相当する金額を預り納付金等

へ繰り入れるものとする。 

２ 本機関は、以下に掲げる余裕金の運用を行うに当たっては、当該運用により生じた収入額に相当

する金額を預り納付金等へ繰り入れるものとする。 

一 広域系統整備交付金交付等業務に係る余裕金の運用(広域系統業務勘定) 

二 再エネ特措法第４１条において準用する再エネ特措法第１５条の２１の規定により、同条各号

に掲げる方法に基づき、再エネ特措法第３１条第１項及び第３８条第１項の規定に係る余裕金の

運用（再エネ業務勘定） 

３ 本機関は、業務規程第６４条の５の規定により、貸付けに伴い受取利息収入及び手数料収入を得
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附則（２０２５年４月１日） 

  本規程は、２０２５年４月１日から施行し、２０２４年４月１日に始まる事業年度の決算から適用する。 

 

 

 

 

 

[新設] 

 

 

 

 

[新設] 

 

 

 

 

[新設] 

 

 

（会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する取扱い） 

第３７条 新たな会計方針を過去の期間の全てに遡及適用する処理は行わず、その変更の影響は、当事

業年度以降の財務諸表において認識するものとする。 

 

（消費税等に関する会計処理） 

第３８条 消費税等の会計処理は、 税込方式によるものとする。 

 

 

た場合には、広域系統業務勘定において、当該収入額に相当する金額を預り納付金等へ繰り入れる

ものとする。 

 

（預り納付金等を充当し経費を支出した場合の会計処理） 

第３７条 本機関は、業務を実施するために経費等を支出又は固定資産を取得し、その全部又は一部の

財源として預り納付金等を充当したときは、各勘定において当該充当した金額を預り納付金等から取

り崩すとともに、同額を預り納付金等取崩収益に計上するものとする。 

 

（預り納付金等調整勘定） 

第３８条 本機関は、第３６条又は前条に掲げる会計処理を実施した場合において、損益と収支に差異

が生じた場合は、当該差異が解消されるまでの間、差額について預り納付金等調整勘定を計上すると

ともに、同額を預り納付金等調整額に計上するものとする。 

 

（預り納付金等の表示） 

第３９条 預り金納付金等の取崩額が預り納付金等計上額を上回る場合は、超過する金額を投資その他

資産の部に「交付金等立替額」として表示するものとする。 

 

（会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する取扱い） 

第４０条 新たな会計方針を過去の期間の全てに遡及適用する処理は行わず、その変更の影響は、当事

業年度以降の財務諸表において認識するものとする。 

 

（消費税等に関する会計処理） 

第４１条 消費税等の会計処理は、 税込方式によるものとする。 
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別紙２ 

余裕金等の運用業務の細則に関する規程変更案 新旧対照表 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

令和４年４月１日施行 

２０２３年４月３日変更 

２０２４年４月１日変更 

 

 

 

 

 

 

余裕金等の運用業務 

の細則に関する規程 

 
 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 

 

 
 

令和４年４月１日施行 

２０２３年４月３日変更 

２０２４年４月１日変更 

２０２５年４月１日変更 

 

 

 

 

 

余裕金等の運用業務 

の細則に関する規程 

 
 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（資金の借入れ） 

第１４条 本機関は、資金が不足する場合又は不足するおそれがある場合には、金融機関等からの借入

金により調達することができる。 

 

２ 資金の借入れは、電気事業法施行令（昭和４０年政令第２０６号）第４条に定める額から法第２８

条の５５第１項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機関債の元本に係る債

務の現在額を差し引いた額の範囲内で、理事会の議決を経なければならない。 

 

（資金の調達） 

第１４条 本機関は、資金が不足する場合又は不足するおそれがある場合には、金融機関等からの借入

れ又は広域的運営推進機関債（以下「機関債」という。」の発行により資金を調達することができる。 

 

２ 資金の借入れ及び機関債の発行額は、電気事業法施行令（昭和４０年政令第２０６号）第４条に定

める額から法第２８条の５５第１項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機

関債の元本に係る債務の現在額を差し引いた額の範囲内で、理事会の議決を経なければならない。 

 

 

附則（２０２５年４月１日） 

 本規程は、２０２５年４月１日から施行する。 
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